
 

 

 

 

 

 

 

 

第３期 

水俣市 ＳＤＧｓ未来都市計画 

（2026～2030） 
 

みんなが幸せを感じ、笑顔あふれる元気なまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水俣市 
 

 

 

 



1 

 

  

＜ 目次 ＞ 

 

１ 将来ビジョン 

（１）地域の実態..................................................................................................................................... ２ 

（２）成果と課題.....................................................................................................................................   ６ 

（３）2030 年のあるべき姿..................................................................................................................  ７ 

（４）2030 年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール、ターゲット............................ ９ 

 

２ 自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組 

（１）自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組....................................................................................... 12 

（２）情報発信............................................................................................................... .......................... 18 

（３）全体計画の普及展開性........................................................................................................... .. 19 

 

３ 推進体制 

（１）各種計画への反映.................................................................... .................................................. 20 

（２）行政体内部の執行体制............................................................................................................ 22 

（３）ステークホルダーとの連携....................................................................................................... 23 

（４）自律的好循環の形成へ向けた制度の構築等.................................................................. 25 

 

４ 地方創生・地域活性化への貢献 

※改ページ  



2 

 

１ 将来ビジョン 

（１） 地域の実態 

 

①地域特性 

・地理的条件 

本市は、九州南西部、熊本県の南端に位置し、南部は鹿児島県の出水市、伊佐市に接してい

る。東西 22 ㎞、南北 14 ㎞の長さで、総面積は 163 ㎢、その 75％を山林が占める。 

地理的特性としては、水俣川が源流から河口まで市域を貫き東西に流れている、という点があ

げられる。流域沿いに集落を形成しながら、河口部のわずかな平地に市街地が広がっている。水

俣川は、市西部で八代海（不知火海）に注ぐが、天草諸島を望む海岸線はリアス海岸になってお

り、風光明媚な景観をなす。 

水俣市という１つの自治体の中で、海・山・川の生態系がコンパクトに完結し、人々の暮らしと

生業が営まれている。 

交通アクセスに関しては、九州新幹線を利用することで、福岡（博多）まで 60 分、熊本・鹿児島

までそれぞれ 30 分で移動可能である。さらに、2019 年３月に南九州西回り自動車道・水俣インタ

ーチェンジの供用が開始され、九州各地へのアクセスが格段に向上した。都市部等との時間距

離の短縮により、物流・交流の活性化、“便利な田舎”という利便性を活かした地域振興に向け、

絶好の機会を迎えている。 

 

 

 

・水俣病の経験と地域再生の実践 

本市は、明治中期までは人口 1万２千人の半農半漁の村に過ぎなかったが、1908年に化学工

場が進出し、工業都市として急速に発展する中、鉄道・電気などのインフラ整備、経済成長が進

み、人口も急増していった。   

その後、1956 年には昭和の大合併もあり人口は５万人を超えた。当時、地元の工場で作られ

ていた製品は、テレビ・冷蔵庫・洗濯機など国民生活を支えた三種の神器や様々な産業分野に

用いられており、水俣のみならず、日本全体の工業化と発展、国民生活の利便性を支えていた。 

この頃、経済成長と利益優先による開発が全国各地で進み、自然環境の破壊、公害が発生し

たが、本市では 1956 年、水俣病が公式確認された。「水俣の歴史は日本における工業化の縮図」

とも言われるが、水俣病に起因する被害は、健康被害、環境汚染にとどまらず、患者や地域に対

する差別、偏見等も惹き起こすなど、種々の問題が地域社会を疲弊させていった。 

南九州西回り自動車道 

九州新幹線 

水俣川 
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高度経済成長期を迎え国民が豊かさを享受する中、本市は長期にわたりこれらの問題と向き

合ってきたが、1990年代に入り環境再生・地域再生の息吹が芽生え、これ以降、単なる公害都市

からの脱皮に止まらない、創造的まちづくりに取り組むことになった。 

1990 年、工事期間 13 年、事業費 485 億円を費やした水俣湾公害防止事業（事業主体は熊本

県）により、58 万平方メートルの埋立地（エコパーク水俣）が完成した。 

1992 年には、市独自の日本初となる「環境モデル都市づくり」を宣言し、水俣病の教訓を後世

に伝え、市民融和、循環する生態系の中での産業活動、生命基盤となる海・山・川の次世代への

継承、資源を大切にする社会システムの構築を決意した。 

1993 年、水俣病に関する資料展示や保存、語り部が水俣病の体験を後世に伝える「水俣病資

料館」を開館し、毎年３万人以上が来館している。この資料館には熊本県環境センターと国立水

俣病情報センターが隣接しており、相互に機能を補完しながら、環境に関する学びの機会の提供、

情報発信を行っている。 

また、同年、循環社会の実現を目指し、地域コミュニティを基礎単位とする 300 の分別ステーシ

ョンを設け、住民協働による「資源ごみの分別」をスタートさせた（開始当時は 20 分別、現在は 23

分別）。これは後に「水俣方式」と呼ばれ、全国各地に広がっていった。 

1995年からは、地理的特性に鑑み、毎年海の日に、環境美化に関する一斉活動として「海と川

のクリーンアップ作戦」を展開する。その２年後には、熊本県知事による「水俣湾の安全宣言」が

なされ、汚染魚の拡散防止のために水俣湾と湾外を隔ててきた仕切り網は撤去され、漁が再開さ

れた。 

1999 年、水俣市役所が環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ14001 の認証を取得

し、ＰＤＣＡサイクル※１による環境保全活動に取り組んできた。2000年には、学校版環境 ISO制度

を創設し、市内全小中学校で環境配慮の活動を行うようになった。2007 年からは県内全ての小

中学校で取り組まれるようになり、ＥＳＤ（Education of Sustainable Development：持続可能な開発

のための教育）の先駆けとなった。 

2001 年からは、市民の環境活動をビジネスに結びつけるため、国の承認を受けた小都市型

「みなまたエコタウンプラン」に基づき、家電リサイクル、びんのリユース、ペットボトルのリサイクル、

浄化槽汚泥等を原材料とした肥料製造等の資源循環型の企業立地を促し、産業振興を図ってい

る。 

さらに、2008 年、地球温暖化問題に先駆的に取り組む自治体として、持続可能な低炭素社会

を目指す、国の「環境モデル都市」に選定され、2013 年の温室効果ガス排出量を基準とし、2050

年に実質ゼロを目指している。 

2016 年には、産学官民連携による持続可能な地域社会の形成を目指す高等教育・研究活動

拠点施設として、旧水俣高校跡の校舎を再利用し「水俣環境アカデミア」を開設し、「教育・研究活

動の推進」、「まちづくりの推進」、「しごとづくりの推進」に取り組んでいる。 

また、2017 年、本市の市名を冠した「水銀に関する水俣条約」が発効された。本市は、これまで

の経験と地域再生の取組、地元企業の持つ環境技術を世界に伝えること等によって国際貢献を

図っていくとともに、地域の活性化に結び付けていくこととする。 

  



4 

 

・人口動態 

本市の人口は、60 数年前のピーク時から

半減し、現在２万２千人を切っている。自然動

態、社会動態ともにマイナスの状態が続き、

年間平均 500 人弱の人口が減少している。

今後も減少は続き、2030 年には１万９千人程

度になると予測されている。 

65 歳以上の高齢者の割合は約 44％で、

全国平均を 15 ポイント上回っており、2030 年

には 46％程度まで上昇すると予測される。 

また、生産年齢人口の減少が著しく、2020

年から 2030 年までの 10 年間で約 4,000 人

の減少が見込まれ、今後更に少子・高齢化が進んでいくこととなる。 

 

・産業構造 

本市の産業は、生産額割合で見てみると、ＪＮＣ株式会社を中心とする製造業、それに続く医

療・福祉が主要な位置を占めており、就業人口では、医療福祉が 24.8％、製造業が 15.2％となっ

ている(2020 年国勢調査)。 

農林業に関しては、就業者の８割が 60 歳以上（2020 農林業センサス）となっているが、近年、

若い世代による農産物のブランド化（みなまた和紅茶）に取り組んでいる。水産業も農林業同様に

高齢化が進んでいる状況にある。 

また、コンパクトな市域に八代海（不知火海）を望む開湯 100周年を迎えた“湯の児温泉”と、山

間の“湯の鶴温泉”という趣の異なる良質な温泉を有しており、これらを他の地域資源と結び付け

ることで新たな観光モデルを構築しようとしている。 

 

②今後取り組む課題 

・人口減少と少子高齢化への対応 

明治中期から 1950 年代半ばまで急激に増加した人口が、同様のスピードで減少している。問

題はその下げ止まりが見えないことである。今後、ＳＤＧｓの考え方に基づき、様々な視点から統

合的なまちづくりを進めることによって、人口減少のスピードをゆるやかにすることが必要である。 

そのために、地域に内在する資源と資源をつなぎ合わせ、水俣ならではの物語を描き、誰もが

「幸せを感じ、住み続けたい」と思えるまちを築いていくこととする。 

 

・地域活力の維持 

本市は、これまで環境再生、環境創造を軸にしたまちづくりを進めてきたが、生産年齢人口や

就業人口、事業所数は減少し、空き店舗の増加による商店街の衰退などもあり、市街地の賑わ

いが失われつつある。このような状況の中で、経済面において、住民は十分な豊かさを享受でき

ていない。これから先、地域の特性と資源を改めて見つめ直し、磨き、付加価値を高め、地域に

足りない部分は、外部と連携・協力することで補いながら、身の丈に合った水俣らしい産業づくり

に取り組んでいく必要がある。 

上記に加え、医療・保健等様々な分野において、ＩＣＴ※２の効果的活用を図るなどし、新たなサ

ービスの創造、課題解決を進めるとともに、本市を大切に思い関係を持ってくれる人たちを増やす
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ことで、経済活動を活発化し、地域活力を維持していく。 

 

・水俣を担う人づくり 

将来にわたり持続可能な地域社会を築いていくための基礎となるのは、それを支える「人」であ

る。他の地域には存在しない、研究活動・連携拠点の施設である「水俣環境アカデミア」を最大限

有効に活用しながら、様々なテーマに関する学び、活動を提案し、未来の水俣を担う人材を育成

していく必要がある。また、本市唯一の高校である「熊本県立水俣高校（以下「水俣高校」とい

う。）」の存続についても、市の課題として捉えていく。 

 

・環境まちづくりの伝承と発信 

本市には、水俣病資料館を中心とし、水俣病の経験と教訓を後世に伝え、これまで実践してき

た先進的環境まちづくりを、国内外に広く発信していく必要がある。 

これからは、「過去に学び、現在を知り、未来を考える」視点を重視し、地球温暖化、マイクロプ

ラスチック※３による海洋汚染など地球規模の環境課題にさらに積極的に取り組み、様々な学びの

プログラムの提供を継続することで外部に貢献するとともに、その成果を地域の活性化に結び付

けていく。※ 

 

 

※１  ＰＤＣＡサイクル：「Pｌａｎ（計画）」「Dｏ（実行）」「Check（評価）」「Action（改善）」の４つのステップを繰

り返し行うことで、業務の品質や効率を継続的に改善する手法のこと。 

 

※２  ＩＣＴ：「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略称で、情報の収集・処理・

発信などの技術に加え、通信ネットワークを活用してデータやシステムを共有・活用する技術のこと。 

 

※３  マイクロプラスチック：１マイクロメートル（１mm の 1000 分の１）から５mm の大きさのプラスチック粒

子のこと。 
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（２） 成果と課題 

 

＜経済＞ 

水俣市起業支援センターを中心に地場企業の事業拡大や新事業展開等の支援を行うことで、

事業者による新商品や新技術の開発につながった（2021 年度：３件→2024 年度：８件）。 

今後は、地元特産品のブランド化、農産物や水産物等の加工品開発と販路拡大を進めること

で生産者の所得の向上を目指す。 

第１期計画期間中は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、観光入込客数（市内宿泊者

数）が減少していたが、「エコパーク水俣」を広域交流拠点としたスポーツ大会の誘致、市内宿泊

者への宿泊費助成や各種イベントの開催などにより、回復傾向にある（2021 年度：22,876 人→

2024 年度：62,815 人）。しかし、依然としてコロナ禍前の水準には回復していないため、「エコパー

ク水俣」の活用のみならず、温泉や豊かな自然を活かした地域の魅力づくり、文化財を活用した

観光振興等により観光入込客数（宿泊者数）の回復を図り、交流人口の増加につなげる必要が

ある。 

 

＜社会＞ 

次代を担う人材育成では「水俣環境アカデミア」や「水俣病資料館」においてＳＤＧｓの視点に基

づく思考や先端技術、環境問題や人権等を学ぶ事業を推進しており安定した参加者数を保って

いるが、目標値に達していない状況である（2021 年度：825 人→2024 年度：850 人）。事業参加者

の固定化が原因の１つとして考えられるため、新規参加者の増加に向けた取組を行い、引き続き

地域を担う人材の育成に取り組む必要がある。 

移住定住支援策については、広報の強化により施策を活用した転入者が増加した（2021 年

度：0 人→2024 年度：36 人）。しかし、依然として人口減少は著しい状況が続いていることから、

子育て世帯を中心とした転入者及び市内に在住している若年層の確保のための取組を強化し、

人口減少、高齢化が進む中でも持続可能な社会の維持のため、活動人口の増加に向けた取組

が必要である。 

 

＜環境＞ 

本市では、「環境モデル都市」として、環境モデル都市行動計画に基づき、高効率・省エネ機器

への転換や再生可能エネルギーの導入促進を進めることで、市全体の温室効果ガスの排出量

削減につながっている（2021 年度：32.0％→2022 年度：45.3％）。持続可能な低炭素社会の実現

のため 2030 年までに市全体の温室効果ガスの排出量 50％削減を目指す。 

また、市民協働によるごみ分別を継続して実施しているものの、リサイクル率の向上が図られ

ていない（2021 年度：35.4％→2023 年度：33.9％）。高齢化に伴いごみ分別が困難なケースが増

えているため、分別方法や回収方法について検討を行い、リサイクル率の向上を図る必要があ

る。 
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（３） 2030年のあるべき姿 

 

【第６次水俣市総合計画における目指す将来像】 

2019 年、本市においては、2026 年を目標年次とする「第６次水俣市総合計画」を策定した。総

合計画を策定するに当たっては、ＳＤＧｓ※４の理念に基づいて地域経営を進めることを想定してお

り、目指す将来像にも、そのコンセプトを反映させている。 

将来像の、「みんなが幸せを感じ」は、誰一人取り残さない、「笑顔あふれる元気なまち」は、経

済・社会・環境が元気で、そこに住む人たちは笑顔である、という意味を込めている。 

これらを踏まえ、2030年のあるべき姿については、第６次総合計画における「目指す将来像」を

置くこととする。なお、2030 年に関しては、次期総合計画の第１期基本計画（前半）の目標年次と

一致するので、引き続き総合計画とＳＤＧｓ未来都市を連動させたまちづくりが可能となる。 

このような考え方に基づき、以下、総合計画に記載されている内容を掲げ、2030 年に向けた持

続可能な地域社会づくりを進めていく。 

 

１ 基本理念 

60 年以上の長きにわたり水俣病問題に向かい合ってきた本市では、そこから得た教訓を活か

し、環境に配慮した様々な施策や取組をはじめ、再発防止に向けた情報発信、国内外からの研

修生の受入れ等により、一定の成果をあげてきた。 

一方で、人口減少、高齢化の進行等厳しい状況が続く中、未来にわたって持続可能なまちをつ

くっていくには、これまで培ってきた環境配慮型のまちづくりを踏まえ、私たちの暮らしを支える地

域経済を活性化し、社会全体が好循環する地域づくりを目指していく必要がある。 

本市には、多様で温かい人、長く地域を支えてきた地元商工業、豊かな食・温泉・自然など、誇

れるまちの財産（宝）が数多くある。これらの地域の宝を活かし、それぞれを調和させ、子どもから

高齢者まで全ての世代が「水俣に生まれてよかった」、「水俣で暮らしてよかった」と感じられるま

ちを築いていく。 

 

２ 将来像のイメージ 

安心して子どもを産み育てられる環境が整い、子どもたちは地域住民等の応援を受けながら、

地域の中で生き生きと生活し、まちは子どもの笑顔であふれている。 

産業面では、企業との連携強化により新たな雇用が生まれ、地場企業が活性化し、農林水産

物や観光資源の活用により、交流人口が増え、まち全体が活気に満ちている。 

福祉面では、多職種間の連携と多様な主体によるサービス提供がなされ、年齢や障がいの有

無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らしている。 

このような地域社会の実現を目指し、総合計画の中で設定した「基本目標」のうち、次の４つを

中心に取り組むこととする。 

 

 

みんなが幸せを感じ 笑顔あふれる元気なまち 水俣 
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① 地域に根差した強い産業基盤づくり  ＜経済＞ 

水俣市に根付き成長する活力ある地場企業づくりを推進するとともに、新たな課題にチャレ

ンジする人や企業を応援することで創業しやすい環境づくりに努める。 

また、安全・安心な地元農林水産物のブランド化、６次産業化、加工品開発等を通じて高付

加価値化を推進する。 

さらに、豊かな自然や温泉、文化財など、地域にある多彩な資源を観光資源として磨き上げ、

多くの人を呼び込むことで、賑わいのあるまちを築いていく。 

 

② 豊かな心で未来に挑戦する人づくり  ＜社会＞ 

水俣の子どもが持っている可能性を最大限に引き出し、楽しく学ぶことができる教育環境の

充実、心身ともに健康で生き生きと活動できるスポーツ環境の整備及び芸術文化にふれる機

会を創出し、豊かな心を育んでいく。 

また、地元唯一の高校である水俣高校を、関係機関とともに支援することで、その魅力を高

めていく。 

水俣環境アカデミアでは、総合的に、持続可能な地域社会の担い手づくりを進める。 

 

③ 住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり  ＜社会＞ 

安心して子どもを産み、健やかに育てられる環境を整備するとともに、年齢や障がいの有無

にかかわらず、全ての市民が安心して暮らせるよう、共に支えあう「地域共生社会」の実現を目

指す。 

また、ライフステージに応じた健康づくりを推進し、市民の健康を増進するとともに、総合医療

センターを中心とした地域医療の充実を図る。 

 

④ 次代へつなぐ環境づくり  ＜環境＞ 

水俣病の経験を教訓として、引き続き環境に配慮した様々な施策に取り組むとともに、循環

型社会の形成、脱炭素社会の実現を目指す。 

また、生活環境をめぐる様々な問題に適切に対応していくとともに、市民主体による環境保

全活動を支援し、自然を大切にするまちづくりを推進する。 

 

 

※４  ＳＤＧｓ：「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015 年に国連で採択

された 2030 年までに達成すべき国際目標のこと。 

 

※改ページ  
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（４） 2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール、ターゲット 

 

（経済） 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.9 

 

9.5 

 

11.2 

指標：市内総生産  

現在（2022 年） 

867 億円 

2030 年 

891 億円 

指標：事業者による新商品・新技術開発件数  

（累計）（2022 年度～） 

現在（2024 年度）： 

８件 

2030 年度： 

14 件 

指標：観光入込客数（宿泊者数）（１月～12 月） 

現在（2024 年）： 

62,815 人 

  2030 年： 

82,780 人 

 

地域資源を有機的に結び付けた産業活動を展開することで、地域を持続させるに必要な所得

獲得に向けた取組を行う。 

地域にある温泉や豊かな自然等の観光資源を大切にしながら、磨きをかけていくとともに、再

生した美しい海を活用し、手軽に楽しめるＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）などのマリンスポー

ツを組み合わせ、体験・滞在型の新たな水俣の楽しみ方を提案し、観光関連産業等の所得増加

を目指す。 

また、各種スポーツ施設やバラ園の整備が進み、広域交流拠点となっている「エコパーク水俣」

でのスポーツ大会、イベントの開催、誘致の推進及び、地域課題に触れる水俣独自のスタディツ

アープログラム※５の実施により、交流人口を増加させ、地域の活性化を図り、持続可能な地域社

会づくりを目指す。さらに、2019 年３月に供用開始した南九州西回り自動車道「水俣インターチェ

ンジ」、九州新幹線・新水俣駅とこれらの観光・交流拠点までの誘導を図り、2022 年 10 月国民保

養温泉地の指定を活かした「水俣 ONSEN プロモーション」を展開することで、水俣への誘客を加

速させる。 

農産物や水産物については、水俣病の風評被害の影響により売上げが低迷したことを受け、

安全・安心に徹底的にこだわった生産に取り組んできた。従来の柑橘類、サラダ玉ねぎ等に加え、

「和紅茶」や「恋路ガキ（マガキ）」のブランド化、加工品開発及び販路開拓を進め、生産者の所得

向上につなげていく。 
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（社会） 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

指標：水俣環境アカデミア事業参加者数 

 

現在（2024 年度）： 

850 人/年 

 

2030 年度： 

1,000 人/年 

 
 

5.１ 

 

指標：放課後児童健全育成事業（子どもの放課

後の居場所づくり）による学童クラブの待機者数 

現在（2025 年 5 月）： 

38 人 

2030 年： 

0 人 

 

 

 

 

3.2 

3.4 

4.1 

4.2 

指標：３大死因による死亡者の割合 

現在（2024 年度）： 

43.8％ 

2030 年度： 

41.8％ 

 

人口減少、高齢化が進み、本市の総人口が減っていったとしても、地域を思い主体的に考え、

行動することのできる「活動人口」を増やすことで、水俣を持続させていくこととする。 

将来にわたり持続可能な地域社会を維持していくための活動人口の増加を目指し、それぞれ

の世代を対象とし、多様な「人づくり」を推進し、人材を活用していく。 

水俣の次代を担う人材育成においては、他にはない「水俣環境アカデミア」や「水俣病資料館」

を用いて、ＳＤＧｓの視点に基づく思考や先端技術、環境問題や人権等を学ぶ場と機会を創出す

る。同時に、進学や就職で一度水俣を離れた人材が再び戻ってくる、故郷を応援しようとする仕

組みを作っていく。また、各大学、国連機関等と連携し、知的交流を促進する中、本市での研修を

希望する者を積極的に受け入れ、国内外の人材育成も同時に進め、小都市ながら世界レベルで

の持続可能な開発に貢献する。 

また、子どもたちの夢の実現を地域全体で応援することを目的に設置した「水俣市スポーツキ

ッズサポーター基金」を活用し、スポーツ分野における心身ともにたくましい人材育成も併せて推

進する。 

社会情勢の変化、教育・保育環境の大きな変動に対応しながら、引き続き教育・保育施設等で

待機児童が発生しない環境を整え、子どもを持つ親が安心して働き、家庭と仕事を両立できるよ

う、子どもや子育て世代に対する効果的な支援策を講じ、該当する人口層の減少緩和を図る。 

また、持続可能な地域社会における活動人口の増加を図るには、元気な中高年の存在も求め

られるため、ＩｏＴ※６の活用等も視野に入れた健康づくりに取り組み、健康寿命の延伸を目指す。 
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（環境） 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

7.2 

 

指標：市全体の温室効果ガス排出量の削減率 

（2013 年（排出量：256,582ｔ）を基準年とする。） 

現在（2022 年）： 

45.3％ 

（排出量：140,273ｔ） 

2030 年： 

50％ 

（排出量：128,291ｔ） 

  

 
12.5 

17.17 

指標：リサイクル率 

現在（2024 年度）： 

33.9％ 

2030 年度： 

45.0％ 

 14.1 

17.17 

指標：海と川のクリーンアップ作戦参加者数 

現在（2025 年度）： 

576 人 

2030 年度： 

1,000 人 

 

水俣病の経験と教訓を活かし、これまで実践してきた環境に配慮した施策や取組をベースにし、

地域の実情や住民生活の実態に合わせ、「環境まちづくり」を継続・発展させ、ＳＤＧｓの根底をな

す環境分野を支えていく。また、本市が取り組んできたこれらに関する情報発信や視察研修の受

入れ等による、環境分野における幅広い貢献を今後も継続し、外部の人との交流、意見交換によ

る地域人材の育成、ビジネスチャンスの創出にもつなげていく。 

本市は、2008 年、国による「環境モデル都市」に選定され、温室効果ガスについて高い削減目

標を掲げ、環境配慮型の暮らし、環境にこだわった産業づくり等を進めている。今後ＳＤＧｓを推進

する中でも、再生可能エネルギーを用いた電力の使用を図るなど、特に重点的に取り組んでいく。 

また、本市の大きな特性となっている、住民主体のごみ分別とリサイクル、資源ごみの売却益

を活用したコミュニティ活動、地理的特性に起因する「海と川のクリーンアップ作戦」は、多くの市

民や事業所による、水俣の豊かな環境を次世代につないでいく活動でもある。 

市民・事業者・行政のパートナーシップによって、各々がそれぞれの立場で可能なことに取り組

む「環境まちづくり」活動を継続し、環境共生社会を構築していく。 

 

 

※５  スタディツアープログラム：企業向けに実施する研修ツアーのこと。 

 

※６  ＩｏＴ：「Internet of Things（モノのインターネット）」の略称で、様々なものがインターネットにつながる仕

組みのこと。 
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２ 自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組 

（１）自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組 

 

① 活力ある地場企業づくり 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.9 

9.5 

11.2 

指標：事業者による新商品・新技術開発件数（累計）（2022 年度～） 

 

 

現在（2024 年度）： 

８件 

 

 

 

 

2030 年度： 

14 件 

地域経済の活性化を図るには、地場企業の持つ力を強化することが求められる。個々の企業

ニーズに合致した支援を行い、特徴的な取組を発信するなどし、地域に根付き成長する活力ある

企業づくりを推進していく。 

 

・商工業資金貸付・出資事業 

市内中小企業者の安定経営と健全発展を図るため、市の各種融資制度に基づいて貸付を実

施する。併せて、事業経営に必要な資金に係る利子補給金の交付を行う。 

・創業支援の取組 

商工会議所と連携し、域内での新規創業や、事業承継を契機とした創業の促進を図り、イベン

ト開催やセミナーを実施し、創業機運の醸成に取り組む。また、新たに創業しようとする者に対し

て経費の一部助成をすることで、創業にチャレンジしやすい環境をつくる。 

・新商品・新技術の開発支援 

市場への新規参入を図る商品開発、新分野での事業展開を目指す革新的な技術開発に対す

る補助を行うことで、各企業の経営力強化と既存事業の高度化、高付加価値化を図る。 

・水俣エコタウン推進事業 

「みなまたエコタウンプラン」に基づき、環境関連産業の集積と、エコタウンに立地する企業の事

業高度化等を支援し、小都市における資源循環型社会のモデルとなるようにする。 
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② 地域資源を活かした観光の振興 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 8.1 

8.2 

8.3 

8.9 

11.2 

指標：観光入込客数（宿泊者数）（1 月～12 月） 

 

現在（2024 年）： 

62,815 人 

 

 

2030 年： 

82,780 人 

 

南九州西回り自動車道の水俣インターチェンジ開通の利便性を活かし、観光客誘致のための

ＰＲの強化や、地域資源のより効果的活用を進め、新たな観光商品と特産品を開発し、着地型観

光の推進による交流人口の増加を図る。 

 また、広域交流拠点としてのエコパーク水俣をはじめ、市内の体育施設等においては、イベント

やスポーツ大会の開催、誘致等を推進していく。 

 

・観光 PR と素材の組合せ 

本市の現在の姿と多様な魅力をＰＲし、観光客の誘致に結び付けるために、幅広く情報を収

集・整理し、効果的かつ継続的な発信を行う。また、地域資源の再発見、新たな組合せによる体

験型観光商品と特産品等の商品開発、地域全体をフィールドとする観光ルートの提案を行うこと

で、来訪者の回遊性を高める。 

・魅力ある湯の児温泉づくり 

 地域にある恵まれた温泉・風光明媚な景観・新鮮な食のＰＲを行い、旅行者のニーズに応じた

観光資源として開発していく。特に、この海域に生息するタツノオトシゴやＳＵＰ（スタンドアップパド

ルボード）などのマリンアクティビティを組み合わせ、開湯 100 周年を迎えた湯の児独自の魅力づ

くりを推進する。 

・湯の鶴癒しのむらづくり 

 湯の鶴観光物産館「鶴の屋」、湯の鶴温泉旅館と温泉保健センター「ほたるの湯」、地域内の温

泉旅館や飲食店等と連携しつつ、豊かな自然環境、良質な温泉、地元産の安心安全な食材、山

あいの趣深い温泉情緒を活かした魅力ある観光地づくりを地域全体で推進し、観光客の誘致に

取り組む。 

・エコパークみなまたを交流拠点とした地域経済の活性化 

 スポーツ大会や合宿の誘致による交流人口の拡大を目的として設立した「スポーツコミッション

みなまた」の活動を推進することで、エコパーク水俣をはじめとする市内の体育施設など水俣の

恵まれたスポーツ環境や、湯の児、湯の鶴温泉といった魅力的な温泉旅館、九州新幹線や南九

州西回り自動車道といった交通網の利便性など、地域の強みを活かして、スポーツ大会や合宿

などを誘致し、地域経済の活性化につなげていく。 

・文化財を活用した観光振興 

 「水俣市文化財保存活用地域計画」に掲載された多様な文化財を活用するとともに、そ

の他様々な地域資源と組み合わせた「周遊ルート」を開発するなどし、新たな観光振興を

図る。特に、水俣市立蘇峰記念館、徳富蘇峰・蘆花生家に関しては、今後、施設の特色を

十分活かし、多くの人が訪れる魅力ある文化財としての保存・活用を目指していく。 
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③地産地消と“みなまたブランド”づくり 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 2.3 

8.1 

8.2 

8.3 

8.9 

指標：中山間地での作物導入数（累計）（2017 年度～） 

 

現在（2024 年度）： 

２品目 

 

2030 年度： 

３品目 

消費者が求める食の安全・安心、流通コストの削減等を目的として、地産地消を促進する市内

物産館等の活性化を図る。また、関係機関と連携し、気候風土に適した甘夏・デコポンなどの柑

橘類、サラダたまねぎ、茶など基幹作物の生産安定と販売拡大に向けた取組を実施するほか、

中山間地域に適した新規作物の導入に取り組む。 

水産物については、特色ある商品の安定供給による「恋路ブランド」の定着を図り、生産者の

所得向上につなげていく。 

 

・「外貨を稼ぐ水俣」推進事業（稼げる水俣農業推進事業） 

人・農地プランの中心的経営体や認定農業者等が、“稼げる農業経営”を確立するための総合

的取組を支援する。特に、基幹作物である果樹、たまねぎ、和紅茶などに対する支援を行い、生

産者の所得向上、経営安定につなげる。 

・和紅茶ブランド推進事業 

“みなまた和紅茶”のブランド推進に伴う事業実施（飲み比べイベント・茶摘み体験バスツアー、

各種イベントへの出店等）を支援する。 

・恋路ブランド推進事業 

「恋路ガキ」の生産量を安定させ、恋路ブランドの推進を図るほか、新たな水産加工品の開発、

販路開拓等の取組を支援し、経営安定化、雇用創出につなげていく。 

 

 

④経済成長へつなげる転入者の獲得 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

  

8.1 

 

11.3 

指標：移住支援策を活用した転入者数（累計）（2021 年度～） 

現在（2024 年度）： 

36 人 

2030 年度： 

100 人 

新型コロナウイルス感染症の影響により、都市部から地方への移住ニーズの増加や、新たな

働き方（テレワーク等）の選択肢が増えた中、子育てしやすい生活環境や、九州新幹線や南九州

西回り自動車道等の恵まれた交通インフラを活かし、転入者の獲得に取り組むことで、経済成長

につなげていく。 
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・転入者の獲得 

水俣市へ U ターンする若者や、子育て世代を中心とした転入者及び、水俣市に在住している

若年層を確保するため、住居新築や中古住宅の取得、市内企業への就職・創業の促進、奨学金

返還支援などといった様々な支援策を設け、動画やＷＥＢ・ＳＮＳ媒体等を活用しながら本市での

暮らし（みなまた暮らし）のＰＲに取り組む。 

また、転入前の水俣市での生活を体験してもらうため、移住定住お試しハウスを活用するな

ど、総合的な取組により転入者を獲得する。 

・住環境に関する情報発信 

転入者増加を目指すにあたり、住居情報は転入検討者にとって重要な要素となるため、市内

民間不動産業者等との連携により運営する「水俣市空き家バンク」の物件を情報充実させ、効果

的な情報発信を行うことで、利用促進を図る。 

 

 

⑤地域を担う人材の育成 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

指標：水俣環境アカデミア事業参加者数 

 

現在（2024 年度）： 

  850 人/年 

 

2030 年度： 

 1,000 人/年 

水俣のことをよく学び郷土を愛するとともに、自分を大切にし、異なる考えを持つ他者を尊重で

きるような、豊かな心を持つ子どもを育んでいく。 

また、地域全体で、心身ともに元気でたくましい人材の育成を推進する。 

 

・スポーツを通した人材育成 

地元企業などの寄附を基金として積み立て、子どもたちのスポーツ環境の整備、指導者研修

会、トップアスリートを招いての教室、全国大会等への出場支援などを行う「水俣市スポーツキッ

ズサポーター基金」事業をはじめ、スポーツ振興の中心的役割を担っている各競技団体の支援、

学社連携や官民連携により地域社会全体で子どものスポーツ活動を支える体制の構築、スポー

ツを通して水俣に愛着を持つ人材、地域や職場等で中心的役割を担うことのできる人材の育成を

推進する。 

・持続可能な地域社会を担う人材育成 

水俣環境アカデミアを中心に、国内外からの研修受入れや、各種講座の開催により地域住民

が最新の研究や先端技術に触れる機会を提供し、地域を担う人材を育成する。また、小中学校

においては、水俣病についての学習、まち調べ、地域の人たちとの交流を通じてふるさと水俣を

愛し、誇りに思える教育を実践する。 

・地元唯一の高校である水俣高校の支援 

半導体情報科が新設された地元唯一の高校である水俣高校の魅力を更に高め、市内外から

生徒が集まるような高校にするための支援を行う。また、生徒の学習意欲の向上に資する様々な

機会を提供するとともに、国際的視野を持つ人材の育成、地域との協働による高校づくりを支援

する。 
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⑥住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

  

3.4 

 

指標：通いの場（まちかど健康塾）参加者数 

現在（2024 年度）： 

304 人/年 

2030 年度： 

440 人/年 

高齢者の健康づくりと生きがいづくりの場を提供できる仕組みづくりに取り組む。 

また、日常生活支援・介護予防事業を推進し、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らす

ことができるように支援する。 

 

・ＩＣＴを活用した医療ＤＸの推進 

あらゆる世代の住民が住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを最期まで続けることがで

きる地域づくりのため、ＩＣＴを活用した医療ＤＸを推進し、医療アクセスの確保や質の高い医療の

提供を維持、継続する。 

・元気に老い、いきいきと生きがいのあるまちづくり 

身近な場所で気軽に介護予防に取り組めるよう、既存の活動の場での介護予防事業の充実

に関係機関と連携して取り組む。 

また、一人ひとりの状況に応じた取組を支援していくため、介護予防の普及啓発に努める。 

・誰もが安心して子どもを産み、育てていく環境づくり 

これから生まれてくる子どもたちや今を生きている子どもたちとともに、結婚や子育ての当事者

となる若い世代を真ん中に据えた「こどもまんなか社会」の実現に向け、地域が一体となり、みん

なで子育てを応援し、親子がいきいきとするような子育て支援の環境づくりへ取り組む。 

 

 

⑦地域における温室効果ガス排出量の削減 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

7.2 

 

指標：市全体の温室効果ガス排出量の削減率 

（2013 年（排出量：256,582ｔ）を基準年とする。） 

現在（2022 年）： 

45.3％ 

（排出量：140,273ｔ） 

2030 年： 

50％ 

（排出量：128,291ｔ） 

「環境モデル都市」としての責務を果たすべく、市全体の温室効果ガス排出量を、2013 年を基

準とし、2050年までに実質ゼロにするという目標を掲げ、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す。 

 

・環境モデル都市推進事業 

2008 年に国の環境モデル都市に認定された本市では、環境モデル都市行動計画（地球温暖

化対策推進法に基づく水俣市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）として位置付け）に基づき、

産業・運輸・業務・家庭の各部門において、高効率・省エネ機器への転換や再生可能エネルギー

の導入促進を進め、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を実施する。 
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⑧ごみの分別適正化と減量 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

12.5 

 

17.17 

指標：リサイクル率 

現在（2024 年度）： 

33.9％ 

2030 年度： 

45.0％ 

1993 年から実施する市民協働のごみ分別を継続し、家庭、地域、事業所における適切なごみ

分別と処理を促進し、資源としての有効利用、ごみの排出抑制を図る。 

 

・リサイクル推進事業 

家庭用生ごみ処理容器「キエーロ」を市民に無償貸与することで、各家庭内での生ごみ処理を

推奨し、ごみの排出量削減につなげる。 

市民や他自治体等と連携し、ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再生利用（リ

サイクル）を更に進めていき、将来的には焼却や埋立てに頼らないごみ処理を目指す。 

 

 

⑨協働による環境保全活動の推進 

ゴール、 

ターゲット番号 
KPI 

 

14.1 

 

17.17 

指標：海と川のクリーンアップ作戦参加者数 

現在（2025 年度）： 

576 人 

2030 年度： 

1,000 人 

毎年多くの市民が参加して行われる一斉活動として「海と川のクリーンアップ作戦」及び「環境

月間清掃活動」を実施することで、市民主体の環境保全活動を継続する。 

 

・海と川のクリーンアップ作戦 

“海の日”前後に、地理的特性を反映し、海岸と川沿いの美化に係る一斉活動である「海と川

のクリーンアップ作戦」を実施し、公共水域における自然環境と景観の保全を行う。 

・環境月間事業 

環境月間である６月に、身の周りの環境保全に対する市民の意識を高め、環境衛生の保全を

図るために、各地区で、排水路の清掃、家や事業所周りの除草活動等を実施する。 

※改ページ  
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（２）情報発信 

継続してＳＤＧｓの周知啓発を行い認知度向上に努めるとともに、的確な情報発信を行っていく。 

 

・水俣市ＳＤＧｓ未来都市オリジナルロゴマークの作成 

2023 年に水俣市のオリジナルロゴマークを決定し、ピンバッジを作成した。市職員が着用して

いるほか、関係機関や、市内小中学校、高等学校などに配付した。2025 年には本市の取組をさ

らに発信するためピンバッジの一般発売を開始し、庁舎敷地内にはオリジナルロゴマークの看板

を設置した。 

・水俣市 SDGｓ取組事例集「私たちのＳＤＧｓ ｉｎ みなまた」の作成 

2021 年に作成した本市内のＳＤＧｓ達成に資する取組を１７のゴールごとに紹介する冊子を

2024 年に改訂し、市内小中学校や公共施設に配付したほか、英語版も作成し、日本語版と併せ

て、市ホームページへの掲載を行っている。 

・市ホームページでの情報発信 

市ホームページに、「環境サイト」を設けてごみ分別とリサイクル、環境モデル都市、環境保全

活動、環境学習、計画と方針、水俣病に関する詳細な情報を発信しているほか、「ＳＤＧｓサイト」

を設置し、ＳＤＧｓの普及啓発に取り組んでいる。 

 

（域内向け） 

・ＳＤＧｓ未来都市フェスタの開催 

水俣環境アカデミアにおいて、市民へのＳＤＧｓの理解促進、普及啓発を図り、ＳＤＧｓ未来都市

を市内外へＰＲするため、産学官民連携によるイベントを開催している。 

・ＳＤＧｓに関する市民公開講座やシンポジウムの開催 

水俣環境アカデミアにおいて、ＳＤＧｓの普及啓発や次世代を担う人材育成等を目的として、シ

ンポジウムや市民公開講座を実施している。 

 

（域外向け（国内）） 

・国内からの研修受入れによるＳＤＧｓの情報発信 

水俣環境アカデミアを結節点として、国内の大学・研究機関等の研修受入れを数多く行っている。

この中で、過去の歴史を踏まえた水俣の取組や、住民主体の環境活動が経済効果を生み出し、

地域活動に展開していった事例の紹介、環境・経済・福祉が結び付いた事業所の見学等をプログ

ラムに組み込んでいる。本市での研修を通して、過去の歴史を踏まえた水俣の取組がＳＤＧｓの

目標達成に寄与することを発信し続けている。 

 

（海外向け） 

本市では、水銀に関する水俣条約の発効等を契機として、国連機関や環境省との連携のもと、

国際会議やワークショップ等を受け入れている。受入れの際には、市内事業者の視察等をプログ

ラムに取り入れ、環境への取組がどのように経済活動に結び付いていったのか、ＳＤＧｓの理念

がどのように根付いているのかを実地で学んでもらうようにしている。 

また、アジア地域の大学等による、水俣病の教訓、現状と課題の理解、持続可能な地域社会

をテーマとする研修を受入れている。さらに、この中にも地域住民交流や事業所見学を盛り込み、

地域全体でＳＤＧｓを実践している様子を発信している。 

そのほか、水俣病資料館では、毎年 500 人以上の外国人を受け入れており、ホームページは
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４カ国語（日本語、英語、中国語、韓国語）で公開するなど、広く世界に向けての情報発信を行っ

ている。 

今後もこれらの、継続、充実を図っていく。 

 

 

（３）全体計画の普及展開性 

（他の地域への普及展開性） 

本市は世界に類例のない産業公害を経験した後、その教訓を胸に刻み、長期間かけて環境を

再生するとともに、地域社会の再生、環境に十分配慮した産業づくりを継続してきた。水俣におけ

るこれらの実践を、国内のみならず世界各地に伝え、共有することは極めて重要である。特に開

発途上国には、経済優先の下、環境対策が遅れている地域も多いため、本市の経験と教訓を踏

まえ、持続可能な開発の必要性を発信していくことが求められる。 

加えて、「水銀に関する水俣条約」の会議において政府が表明した「ＭＯＹＡＩイニシアティブ※７」

の理念も踏まえ、国内外、特に途上国からの研修等を積極的に受け入れ、専門的な知見はもち

ろん、住民が主体的に取り組んできた「ごみの高度分別」等の環境に関する草の根活動や、市内

事業者の環境技術などを組み合わせて、普及展開を図る。 

 

 

※７  ＭＯＹＡＩイニシアティブ：2013年に水俣市で開催された「水銀に関する水俣条約」の外交会議で表

明した「途上国への水銀対策支援」と「水俣発の情報発信・交流」の二本柱で構成される国際的

な取組のこと。 

※改ページ  
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３ 推進体制 

（１） 各種計画への反映 

2019 年度にスタートした「第６次水俣市総合計画」をはじめ、今後策定する主要な行政計画の

全てにＳＤＧｓの視点を盛り込むこととする。主な計画の反映状況は以下のとおり 

 

１．第６次水俣市総合計画 

2026年を目標年次とし、本市の目指すべき将来の姿と、その実現に向け市民とともに進むべき

方向についての基本的指針を示す「第６次水俣市総合計画」の冒頭に、ＳＤＧｓの考え方に基づく

持続可能な地域社会づくりに取り組み、経済・社会・環境の三側面の統合的取組による自律的好

循環の実現を目指す旨、記載をしている（2019 年３月策定済）。 

なお、2010 年に策定した前計画においても、既に、まちづくりの基本理念として、持続可能な地

域社会の構築を目指すと明記している。 

２．第３期水俣市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

2028 年を目標年次とし、国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の考え方を踏まえ策定し

た「デジタル田園都市国家構想の実現に向けた第３期水俣市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

ついては、ＳＤＧｓを原動力として地方創生を推進することとしており、ＳＤＧｓとの関係性を明らか

にし、具体的施策には、それぞれ該当するアイコンを貼付した（2025 年３月改定済）。 

３．第３次水俣市環境基本計画 

2027 年を目標年次とし、水俣市環境基本条例に盛り込まれている「自然環境と調和し持続可

能な社会の構築」を推進するために策定した、「第３次水俣市環境基本計画」に記載する各施策

については、ＳＤＧｓの体系に沿って整理している（2020 年３月改定済）。 

なお、2008年に策定した現行の「第２次水俣市環境基本計画」にも、持続可能な社会の構築に

ついて記載されており、既にＳＤＧｓの理念を取り入れている。 

４．第４次水俣市男女共同参画計画 

2026 年を目標年次とし、「男女（みんな）でいきいき・共に輝くまち」の実現を目指す「第４次水

俣市男女共同参画計画」については、ＳＤＧｓにおける５番目の目標「ジェンダー平等を実現しよ

う」、17 番目の目標「パートナーシップで目標を達成しよう」の実現に向け取り組んでいくことを明

記している（2020 年３月改定済）。 

５．水俣市地域公共交通計画 

2029 年度を目標年次とし、公共交通の利便性と効率性の最適化を図り、将来にわたり公共交

通体系を持続していくため、「水俣市地域公共交通計画」を策定した。計画の文中に、ＳＤＧｓの考

え方に基づき「安心して住み続けられる持続可能な公共交通ネットワークの構築」を目指すと明

記している（2025 年３月策定済）。 

６．水俣市国土強靭化地域計画 

2027年を目標年次とし、過去に本市で発生した土石流災害等の自然災害を教訓に、今後の地

域強靭化に関する施策の指針を示す計画で、文中に、ＳＤＧｓにおける 11 番目の目標である「住

み続けられるまちづくり」を明記している（2023 年３月策定済）。 

７．第３期水俣市子ども・子育て支援事業計画 

2029年を目標年次とし、地域の実情に応じた子ども・子育て支援施策を推進していくために「第

３期水俣市子ども子育て支援事業計画」を策定したが、その裏表紙に、ＳＤＧｓ未来都市みなまた

オリジナルロゴマーク及び目標とするＳＤＧｓのアイコン（ゴール１・２・３・４・５・10・11・16・17）を掲
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載した（2025 年３月改定済）。 

８．水俣市環境モデル都市行動計画（水俣市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）） 

2009～2030 年度を計画期間とするアクションプランで、国による環境モデル都市認定に伴い、

地球温暖化の防止に向け、本市全体の温室効果ガスの排出量を、2013 年を基準とし 2050 年ま

でに実質ゼロにすることを目指す。 

2009 年の策定時点において、「環境と経済が調和した持続可能な地域社会の形成」について

記載しており、ＳＤＧｓの理念を先取りした内容になっている。 

2022年３月の改定において、地球温暖化対策推進法に基づく「水俣市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）」として位置づけ、2050 年の温室効果ガス実質ゼロの目標達成に向けた、より

具体的な施策を盛り込んでいる（2025 年度改定予定）。 

９．水俣市都市計画マスタープラン 

本市が目指すまちの将来像を明確にし、総合的かつ計画的に今後の都市計画やまちづくり等

を進めるための基本的な方針として、都市計画法第 18 条の２の規定に基づき 2002 年に策定し

た「水俣市都市計画マスタープラン」は、ＳＤＧｓの理念に基づく「住み続けられるまちづくり」に向

け、20 年後を目標年次として、2022 年度から改定作業を進めている（2025 年度改定予定）。 

なお、2025 年には、居住や医療・福祉・商業その他関連する施設等の様々な都市機能の誘導

施策及び地域公共交通との連携による「コンパクト・プラス・ネットワーク」の概念を取り入れた「立

地適正化計画」の策定に着手し、持続可能な都市構造の実現を目指して取り組んでいる。 

10.水俣市文化財保存活用地域計画 

2035 年を目標年次とし、文化財保護法に基づき、文化財の保存・活用に関する将来ビジョンや

具体的事業等を記載した「水俣市文化財保存活用地域計画」は、2024 年 12 月に文化庁の認定

を受け、作成した。序章の「本計画と SDGs」には、「都市としての発展・経済成長と文化財継承の

両立、持続可能な取組の必要性」が記され、関連する５つのゴール（４・６・８・11・15）も提示してい

る。 
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（２） 行政体内部の執行体制 

 

 

【水俣市地方創生ＳＤＧｓ推進本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【幹事会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作業部会】 

 

 

 

 

 

2019 年７月に、地方創生（まち・ひと・しごと創生）と自治体ＳＤＧｓを総合的、一体的に推進して

いくために、市長を本部長、副市長を副本部長とする「水俣市地方創生ＳＤＧｓ推進本部」を設置

した。 

また、その下部組織として、関係課長で構成する「幹事会」と、担当者レベルの職員による経

済・社会・環境３つの「作業部会」を置く。 

特に、作業部会については、今後の事業展開及び組織の持続可能性を強く意図し、自治体Ｓ

ＤＧｓをテーマとする「人材育成」の機能を持たせることとした。 

ジ  
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市長公室長 
（幹事長） 

環境部会・経済部会・社会部会 
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（３） ステークホルダー※８との連携 

 

１．域内外の主体 

①水俣市地方創生ＳＤＧｓ総合戦略会議 

2019 年 7 月に、地方創生（まち・ひと・しごと創生）とＳＤＧｓを、外部有識者の意見を反映させ

ながら、総合的かつ一体的に、地域全体で推進していくために、産学官民等の代表者が参画す

る会議体として、「水俣市地方創生ＳＤＧｓ総合戦略会議」を発足させた。それぞれの立場による

考え、各団体の実践を紹介してもらいながら、ＳＤＧｓを原動力とする地方創生について検討を

重ねている。今後は、この成果を踏まえ、地域全体での具体的実践に取り組んでいく。 

※水俣市地方創生ＳＤＧｓ総合戦略会議の委員構成 

委員：15 人、顧問：１人 （学識経験者、地元金融機関・工業・観光業・農業・経済団体・ 

労働者団体・地域生協・自治会・女性団体・健康関係団体の代表者、教育関係者等） 

 

②大学との連携 

・慶應義塾大学 

連携・協力に関する協定を締結している慶應義塾大学（環境情報学部、総合政策学部、政

策・メディア研究科）が水俣高校の高校生とともに活動する「高大連携未来塾」のマッチング、支

援を行ったり、地元事業者を対象とする遠隔講義等を実施したりしている。 

また、所属研究者は本市のＳＤＧｓ推進に関する会議の委員等に就任いただいているとともに、

人材育成等の事業に携わっていただいている。 

・日本体育大学 

2019 年５月に、本市が進める「水俣市スポーツキッズサポーター基金事業」の一環として「体

育・スポーツ振興に関する協定」を締結した。この協定により、大学の指導者や選手等を招きス

ポーツ指導を受けたり、大学の体育施設を利用できるようになった。今後、従来はなかったスポ

ーツの専門分野における人材育成も進めていく。 

・熊本県立大学 

連携協定に基づき、本市で所属学生の研修受入れを行うとともに、大学関係者には、地域

の子ども向けセミナーの指導者等を依頼している。 

・熊本保健科学大学 

４者連携協定（水俣高校、熊本保健科学大学、水俣市立総合医療センター、水俣市）に基づ

き、水俣高校への出前講座、大学での模擬授業受入れ等を行い、地域課題である保健・医療・

福祉の向上及び人材の育成を目指す。 

・熊本大学 

連携協定を締結し、研修受入れ等に協力している。 

 

③民間企業との連携 

・ＵＴモビリティサービス株式会社 

2019 年７月に、ＵＴモビリティサービス株式会社と連携し、地元商工会議所や観光団体、トヨ

タ自動車株式会社をはじめとする民間企業が参加して、本市におけるＭａａＳ※９の推進につい

て検討をする「水俣ＭａａＳプロジェクト実行委員会」を発足させ、毎月１回会議を開催している。 

また、2020 年２月 17 日には、本市とＵＴモビリティサービス株式会社との間で、「持続可能な

まちづくりに関する包括連携協定」を締結した。 
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・肥後銀行 

2025 年５月に本市の経済・社会・環境などの課題解決に取り組み、持続可能な地域社会の

実現を目指すため、包括連携協定を締結した。 

この協定締結により、観光資源等を活かした流動人口の増加、企業誘致や事業承継の推進

による経済の活性化、子育てしやすい環境づくりへの支援、ＳＤＧｓ未来都市づくりの推進等、

様々な分野で連携し地域課題の解決に取り組んでいく。 

・三井住友海上火災保険株式会社 

持続可能なまちづくりを推進する「水俣ＭａａＳプロジェクト」の実行委員として同社が参加して

いることをきっかけに、2021 年８月にＳＤＧｓの推進をはじめ、地域の活性化及び市民サービス

の向上を目的に、連携協定を締結した。 

同社は、県が企業や団体向けにＳＤＧｓの普及を促進するために創設した「熊本県ＳＤＧｓ登

録制度」の制度設計において中心的役割を担うなど、ＳＤＧｓに関する高い知見を有しており、

今後は市内中小企業向けのセミナーの開催などに協働で取り組み、ＳＤＧｓの普及啓発を図っ

ていく。 

・ＡＭＩ株式会社 

2020年 10月に「水俣市、国保水俣市立総合医療センター及びＡＭＩ株式会社との包括連携・

協力に関する協定」を締結。ＡＭＩ株式会社が有する遠隔医療に関する技術及び知見を用いて、

その効果、課題を検証するとともに、医療現場における ICT 技術の導入・活用の促進、並びに

地域医療の充実を目指し、中山間地の診療所や高齢者施設と総合医療センターをインターネ

ットでつなぎ、オンライン診療の実証事業を行った。 

・日本郵便株式会社 

   2021 年３月に「水俣市と日本郵便株式会社との包括的連携協定」を締結した。 

   この協定において、安心・安全なくらしの実現として、郵便物配達時等における地域の見守り

や道路異変の通報等を実施している。 

・佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社 

2024 年 3 月に、宅急便ネットワークを通じた地域の安全・安心向上と地域活性化に向けて、

佐川急便株式会社及びヤマト運輸株式会社とそれぞれ包括連携協定を締結した。 

この協定において、荷物配達時における地域の見守りや道路異変の通報、子ども向けの交

通安全教室などを実施している。 

 

④省庁との連携 

・環境省 

水俣病に関する調査研究及び情報発信等を目的とした、「国立水俣病総合研究センター」が

本市に立地し、水俣病に関する情報発信や環境学習等において本市と連携して取り組んでき

た。 

さらに、2017 年２月、「政府関係機関移転基本方針」に基づく、環境省環境調査研修所の機

能の一部移転に伴い、水俣環境アカデミアが「環境調査研修所水俣研修事業事務局」となっ

た。このことにより、環境省による研修の一部が本市で実施されることとなり、環境省の職員や

自治体の環境行政担当職員が、毎年本市を訪れている。 
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２．国内の自治体 

・環境モデル都市等に関するネットワーク 

本市は 2008 年に環境モデル都市の選定を受け、「環境未来都市構想推進協議会」に加入し、

これまで多くの国内自治体との情報交換、交流を続けてきた。 

2018 年に「環境未来都市構想推進協議会」は、「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットホーム」に

改組されたが、引き続き情報収集を行っていく。 

 

・ＳＤＧｓの推進に取り組む自治体とのネットワーク 

2019 年 6 月、神奈川県による「ＳＤＧｓ日本モデル宣言」に賛同したところであるが、今後、他

の賛同自治体とともにＳＤＧｓの普及啓発に取り組んでいく。 

 

３．海外の主体 

・国連関係機関との連携 

ＵＮＥＰ（国連環境計画）をはじめとする国際関係機関と連携し、アジア太平洋地域の行政関

係者等を対象とし、「水銀に関する水俣条約」の推進に係るワークショップや、市内事業所等の

視察研修を受入れ、水俣の実践を海外に発信している。 

・海外の大学との連携 

本市では台湾の国立台北科技大学と「交流に関する覚書」を、ベトナムの日越大学と連携協

定を締結し、学生の研修受入や遠隔講義、教員による水俣高校での講義などを実施している。 

また、アメリカのスタンフォード大学国際異文化教育プログラムが水俣高校生を対象に提供

するオンライン講座を実施している。 

・アジア諸国との交流 

水俣環境アカデミアの所長を中心に、ネットワークの拡大、人的交流促進の可能性調査等を

目的としてのアジア諸国を訪問し、大学や研究機関等において意見交換、実態調査を実施して

いる。 

 

 

（４） 自律的好循環の形成へ向けた制度の構築等 

 

・熊本県ＳＤＧｓ登録制度 

熊本県ＳＤＧｓ登録制度とは、ＳＤＧｓに積極的に取り組む企業や団体等を後押しし、ＳＤＧｓ

の取組の裾野を広げるために創設された制度であるが、本制度について、積極的にＰＲを行い、

市内企業や団体等の登録を目指す。制度登録により、市内企業や団体等における、ＳＤＧｓの

達成に向けた具体的な取組を「見える化」することで地域の自律的好循環の形成につなげる。 

 

 

※８  ステークホルダー：企業や組織の活動に影響を受けるすべての個人・団体（利害関係者）を意

味する。 

 

※９  ＭａａＳ：「Mobility as a Service」の略称で、複数の交通手段をひとまとめに提供し、スムーズな

移動を可能にする仕組みのこと。 
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４ 地方創生・地域活性化への貢献 

 

水俣病の経験と教訓を踏まえてこれまで実践してきた環境配慮型の施策や取組を継承しなが

ら、市民の暮らしと地域の存続を支える経済の活性化、その担い手となる人材育成を図り、主体

的に活動する市民を増やすことで、社会全体が好循環する仕組みづくりを、多様な主体と協働

し、より強力に進めていくことを目標とする。 

地域に内在する資源を見つめ直し、磨き、結びつけることで「人が元気・経済が元気・環境が元

気」なまちづくりに取り組む。具体的には、①活力ある地場企業づくり、②地域資源を活かした観

光の振興、③地産地消と“みなまたブランド”づくり、④豊かな心で未来に挑戦する人づくり、⑤次

世代を担う人材の育成、⑥元気に老い、いきいきと生きがいのあるまちづくり、⑦地域における温

室効果ガス排出量の削減、⑧ごみの分別適正化と減量、⑨協働による環境保全活動の推進とい

った水俣市 SDGs 未来都市計画に基づく各取組を進め、人口減少が続く状況の中で、主体的に

考え、行動できる「活動人口」を増やし、これまで先行してきた環境施策を経済振興に効果的に結

び付け、持続可能な都市づくりを推進する。 

 

※改ページ 
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第３期水俣市ＳＤＧｓ未来都市計画（2026～2030） 

 

令和８年３月 策定 

 

 

 

 


